
 

    シニア団体等を対象とした自転車運転講習会が開催できます。 

    講習会の開催を希望される団体・グループ等がございましたら、 

   桜区役所くらし応援室までご相談ください。 

 

対象者  概ね６５歳以上の桜区在住の方 

開催人数 １０～２０名程度 

時 間  平日午前または午後の２時間程度 

会 場  桜区役所 または参加団体が用意した場所 

内 容    浦和西警察署交通課による講習 

               ・自転車運転時の交通ルール講習 

       ・ビデオ講習 

       ・実技講習 

 ※ 日程・会場・内容等はご相談に応じます。 

        

     お問い合わせ・お申込み先 

      桜区役所くらし応援室くらし支援担当   電話 ０４８（８５６）６１３６ 


